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第１章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の趣旨 

 

男女共同参画社会は、男性と女性が社会の対等な構成員として、自分の意思で社会の

あらゆる分野の活動に参加し、利益も責任も分かち合う社会です。 

町では平成 17 年に平泉町男女共同参画プランを策定し、「男女が共に輝く豊かな社会

の実現」を基本理念に掲げ、男性も女性も自らの意思で自分の人生を選択でき、互いに

尊重しあい、あらゆる分野に共に参画できる社会を目指し、取り組みを進めてきました。  

平成 23 年度には国の第 3 次男女共同基本計画等を踏まえ、プランの見直しを行い、

男女共同参画社会の実現に向け、取り組みを推進してきたところです。 

そのような中で、平成 23 年３月 11 日に東日本大震災が発生し、復旧や復興に向け女

性が活躍する一方、女性の視点に立った対応が不足していたことも指摘され、災害時に

おける男女共同参画の必要性が再認識されました。 

また、平成 27 年 8 月には、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制

定され、女性が職場において能力を十分に発揮し活躍できる環境整備が図られるなど社

会情勢の変化を踏まえ、プランを１年前倒しで見直すこととしました。 

今回、男女共同参画プランの改訂にあたり、その基礎資料とするため、町内に在住す

る 16 歳以上の町民 500 名を無作為に抽出しアンケート調査を実施しました。 

その結果などを踏まえ、これまでのプランを修正するとともに、多様な性のあり方の

尊重と性的マイノリティに対する支援、令和６年度に導入した「平泉町パートナーシッ

プ・ファミリーシップ宣誓制度」の内容を追加するなど、約 10 年ぶりにプランを見直

しました。 

今後、地域や職場、学校、行政など、さまざまな分野で男女共同参画社会の実現に向

けた自主的な取り組みを進めていくための指針として活用し、男女共同参画を着実に推

進してまいります。 
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２ 計画の基本理念 

「だれでも、どこでも、輝ける」 

男性も女性も自らの意思で自分の人生を選択でき、性別や立場に関わりなく、その能

力を十分に発揮でき、互いに尊重しあい、社会のあらゆる分野に共に参画でき、一人ひ

とりが主役となって輝くまちづくりを進めます。 

 

 

３ 計画の目標 

「だれでも、どこでも、輝ける」まちづくりを目指して次の４つの基本目標を掲げま

す。 

基本目標１ 男女共同参画社会に向けた意識づくり 

基本目標２ 一人ひとりが互いに認めあうまちづくり 

基本目標３ みんなで支えあうまちづくり 

基本目標４ いきいきと働けるまちづくり 

 

なお、本プランは、平泉町総合計画を上位計画とし、それぞれの分野別に策定された

諸計画と整合を図り、町における男女共同参画社会の実現のための施策の方向を明らか

にするとともに、町民、行政、関係機関などが男女共同参画の推進に取り組む際の基本

指針とします。 

また、本プランは、「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に基づく「市町村男女

共同参画計画」のほか、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推

進法）」第６条第２項に基づく「市町村推進計画」として位置付けます。 

 

４ 計画の期間 

この計画の期間は、令和８年度～令和 17 年度までの 10 年間とします。 

ただし､社会情勢の変化や住民ニーズに対応し、必要に応じて見直しを行います。 
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第２章 計画の内容 

 

１ 施策の体系 

 基本理念「だれでも、どこでも、輝ける」 

 

基本目標１ 男女共同参画社会に向けた意識づくり  

目標１‐１ 固定的な役割分担・社会制度・慣行の見直し 

（1）男女平等に関する啓発活動の推進   

目標１‐２ 学校等における多様な選択を可能にする教育の推進 

（1）幼児期からの一貫した多様な選択を可能にする教育の推進 

（2）教職員の研修機会の充実 

（3）保護者に対する男女共同参画の学習機会の充実 

目標１‐３ 多様性を共に学び、共に育む生涯学習の推進  

（1）生涯を通じての学習機会の整備 

（2）指導者の育成 

目標１‐４ 性と人権に関する教育・啓発の推進 

（1）人権尊重社会の実現 

（2）性に関する教育の推進 

（3）有害メディアからの環境浄化 

 

基本目標２ 一人ひとりが互いに認めあうまちづくり  

目標２‐１ 家族の理解と協力の推進 

（1）家庭での性別役割分担意識の見直し 

（2）家族が互いに協力しあう家庭生活 

目標２‐２ 男女共同参画による地域づくりの推進  

（1）地域活動への男女協働の促進 

（2）各種行事への積極的参加促進 

（3）団体活動の促進と活動拠点の整備 

（4）防災における男女共同参画の推進 

目標２‐３ 政策・方針決定の場への女性の参画の促進 

（1）行政における政策・方針決定の場への参画推進 

（2）政策に関する学習機会の充実 

（3）各種団体への役職員などの女性の登用の働きかけ 

目標２‐４ 女性・子ども・高齢者への暴力のないまちづくりの推進 

（1）暴力根絶の意識づくりと環境の整備 

（2）相談機関との連携の強化 

 



4 

目標２‐５ 多様な性のあり方の尊重と性的マイノリティに対する支援  

（1）多様な性のあり方に関する理解の増進と偏見や差別の解消 

（2）性的思考にかかわらず暮らしやすい環境の整備 

（3）平泉町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の周知 

 

基本目標３ みんなで支えあうまちづくり  

目標３‐１ 子育て支援の推進 

（1）多様な保育サービスの充実 

（2）育児がしやすい地域環境の整備 

（3）相談支援体制の充実 

目標３‐２ 高齢者・障がい者などすべての人にやさしい地域づくりの推進 

（1）介護を支えあう環境づくりの推進 

（2）すべての人が共に安心して暮らせる社会の実現 

目標３‐３ 生涯を通じた女性の健康支援 

（1）生涯にわたる健康づくりの充実 

（2）思春期における性に関する教育・啓発・相談の推進 

（3）母子保健サービスの充実 

（4）相談体制の充実 

 

基本目標４ いきいきと働けるまちづくり  

目標４‐１ 雇用の場での男女平等の促進と職場環境の整備 

（1）男女雇用機会均等法の理解を深める啓発 

（2）労働基準法の理解を深める啓発 

（3）育児・介護休業法の理解を深める啓発 

（4）労働相談体制の充実 

（5）女性活躍推進法の推進 

（6）職場内における相互の理解 

 

目標４‐２ 職業能力の開発と就業支援 

（1）女性の意識の形成と職業能力の開発支援 

（2）女性の就業支援のための環境整備 

（3）ワーク・ライフ・バランスの推進 

目標４‐３ 農業・商工業などの自営業における男女共同参画 

（1）女性の労働に対する適正評価と方針の決定への参加促進 

（2）女性起業家の育成支援 
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２ 施策の基本的方向 

基本目標１ 男女共同参画社会に向けた意識づくり  

目標１‐１ 固定的な役割分担・社会制度・慣行の見直し 

 

【現状と課題】 

男女平等の理念は、日本国憲法に明記されているところであり、法制上も男女平等の

原則が確立されています。しかし、例えば、「男は仕事、女は家庭」といった男女の役割

を固定的にとらえる人の意識は、今なお社会に残っており、家庭、地域、職場において

様々な男女差別を生む原因となっています。 

このことは、女性の自立や能力の発揮を困難なものにしており、男女共同参画社会の

実現を阻害する要因となっています。 

こうした現状は男女平等に対する男女間における意識の差にも表れており、男女平等

になっていると思う割合が家庭や職場などすべての場面で女性が男性を下回っており、男女

共同参画社会の実現には、社会のあらゆる場での性別による固定的な役割分担・社会制

度・慣行の見直しが求められています。 

 

 

 

【必要な取り組み】 

（１）男女平等に関する啓発活動の推進 

〇広報紙やホームページなどを活用し、男女共同参画の重要性や必要性について啓発活動

に努めます。 

〇講演会や研修会を通じ、男女共同参画の意識醸成を図ります。 

〇男性にとっての男女共同参画の意義、地域・家庭への参画について、啓発を進めます。 

〇仕事や育児、介護など、女性が活躍するうえで必要となる支援制度等の情報の提供を推

進します。 
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基本目標１ 男女共同参画社会に向けた意識づくり  

目標１‐２ 学校等における多様な選択を可能にする教育の推進 

 

【現状と課題】 

一人ひとりが平等でお互いの個性を尊重し、能力を伸ばしていく上で教育は重要な役

割を担っています。多様な選択を可能にする教育の推進では認定こども園、小学校及び

中学校での指導は人格形成や将来の生き方に大きく関わっており、教育の中で一貫性の

ある指導の充実を図ることが重要です。 

また、家庭教育においても、多様性を尊重した子育てができるよう、子育て期の親に

対する学習機会の充実が大切です。 

＜アンケート問３、４関連＞ 

 

【必要な取り組み】 

（１）幼児期からの一貫した多様な選択を可能にする教育の推進 

〇認定こども園、小学校及び中学校において、発達の段階に応じて男女の平等や相互の理

解と協力について適切に指導が行われるとともに、男女がともに各人の生き方、能力、

適性を考え、主体的に進路を選択する能力と態度を身に付けられるような進路指導が行

われるよう努めます。 

〇児童生徒を対象とした多様な意見を認め合うことに関する意識調査を実施します。 

 

（２）教職員の研修機会の充実 

〇保育・教育にあたる職員が多様性の尊重についての理解を深め、意識を高めるため研修

機会の充実を図ります。 

 

（３）保護者に対する男女平等教育の学習機会の充実 

〇学校と連携を図りながらＰＴＡ活動や家庭教育学級などの行事を活用し、多様性の尊重

に関する学習機会の充実を図ります。 
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基本目標１ 男女共同参画社会に向けた意識づくり  

 目標１‐３ 多様性を共に学び、共に育む生涯学習の推進 

 

【現状と課題】 

町では、町民の学習意欲の向上と学習機会の拡大を目指して、各地域における地域学

習の推進や生涯学習町民のつどいの開催などを行っています。また、町学習交流施設を

中心に、学習機会の創出と各団体との連携による普及啓発活動を図っていますが、参加

状況にばらつきが見られ、参加者の固定化が課題となっています。 

一人ひとりが多様な生き方を選択し、自己実現を図るためには、個々の能力や資質を

伸ばし、主体的な成長を促す生涯学習の取り組みが重要です。 

そのためには、男女共同参画の視点を踏まえた学習カリキュラムの構築や指導者の育

成、団体・サークルの活性化及び自立化の支援、情報提供体制の整備など、町民の多様

なニーズに応じた学習機会の充実が求められています。 

 

【必要な取り組み】 

（１）生涯を通じての学習機会の整備 

〇町学習交流施設などを活用し地域における男女共同参画に関する情報を提供し、学習機

会の創出に努めます。 

〇団体やグループなどが自主的に行う学習、研究、普及活動を支援するとともに各年代層

を対象とした学習機会の充実を図ります。 

〇学習の場への男性の積極的な参加を促進するため、開催する時間帯の工夫や内容の充実

に努めます。 

 

（２）指導者の育成 

〇学習活動や地域活動の啓発の担い手となる指導者を養成する講座を実施します。 

〇県等が実施するリーダー養成のための参加を支援し、参加者の拡大に努めます。 
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基本目標１ 男女共同参画社会に向けた意識づくり  

 目標１‐４ 性と人権に関する教育・啓発の推進 

 

【現状と課題】 

町では、人権問題などに関する相談に応じるとともに、町広報紙などを活用し、あら

ゆる場面において人権尊重の啓発・普及に努めています。 

しかし、女性の人権についてはこれまで十分に尊重されてきたとはいえません。男女

平等社会を実現するためには女性の人権を確立することが不可欠です。 

また、一人ひとりがお互いを理解し、その長所を生かしていくには、性についての正

しい知識が必要です。現代の性に関する情報は、女性の性的側面のみを強調したものが

氾濫しており、人々の意識形成に様々な影響を与えています。 

特に、情報メディアの発達に伴い、子どもたちを取り巻く社会環境が大きく変化し、

性に関する誤った情報の拡散が課題となっており、正しい知識を身に付けるとともに、

人権を尊重する意識を養う教育をさらに充実させていくことが必要となっています。 

＜アンケート問５、６関連＞ 

 

【必要な取り組み】 

（１）人権尊重社会の実現 

〇研修会の開催など人権について学習できる場と視聴覚教材などを提供し、差別を受ける

側に立って考えられる、感性豊かな人間を育てる人権教育を推進します。 

〇人権問題に悩む町民に対し、人権擁護委員による無料相談や電話相談を実施してまいり

ます。 

〇児童虐待に対し、民生児童委員などの関係機関と連携し、未然防止に努めます。 

 

（２）性に関する教育の推進 

〇幼児期から思春期までの各年代に応じた「性」と「生」に関する正しい知識の普及に努

めます。 

〇保護者に対して正しい性教育の指導についての情報提供を行います。 

 

（３）有害メディアからの環境浄化 

〇出版、放送及びインターネットやＳＮＳの急速な発達により、社会に与える情報の量や

種類はますます拡大されています。これらの中には、人権の侵害、性の商品化などにつ

ながる表現が少なからず含まれていることから、情報リテラシー教育の実施により、そ

のような有害メディアからの環境浄化に努めます｡ 
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基本目標２ 一人ひとりが互いに認めあうまちづくり  

目標２‐１ 家族の理解と協力の推進 

 

【現状と課題】 

家庭の中においても性別による固定的な役割分担意識は根強いものがあり、このこと

がさらに年齢、世代間での役割分担意識にもつながっています。 

意識としては家事・育児ともに「夫婦で分かち合う」という考えが普及しつつあるも

のの、実情としては家事の大部分を女性が担う傾向があり、「男は仕事、女は仕事も家庭

も」と、女性に過重な負担がかかっている事も少なくありません。 

こうした傾向について、女性の視点からは不満を抱く人の割合も一定程度あり、適切

な役割分担を望む声も見受けられます。 

家族の誰もが固定的な役割分担意識の見直しを共通課題とし、夫婦や家族がコミュニ

ケーションを図りながら、パートナーシップを培いお互いを認め、支えあう意識づくり

が必要です。 

＜アンケート問７～10 関連＞ 

【必要な取り組み】 

（１）家庭での性別役割分担意識の見直し 

〇家族が共同して家庭生活を送ることの大切さを認識させる啓発活動を行います。 

〇子どもの頃から家事を手伝う習慣をつけるための啓発活動を行います。  

 

（２）家族が互いに協力し合う家庭生活 

〇男性を対象とした家事・育児・介護等の講座を開催し、日常生活上の基本的な知識や技

術を身につけ、家族が互いに協力し合う家庭生活を促進します。 

〇家庭において相互の理解が深められるよう啓発に努めます。 
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【必要な取り組み】 

（１）地域活動への男女協働の促進 

〇地域社会において、行事や事業を行う企画段階から男女がともに責任と役割をもてるよう

な運営を行うよう、啓発の促進を図ります。 

（２）各種行事への積極的参加促進 

〇行政区総合補助金事業での積極的な男女共同参画事業の取り組みを働きかけるなど、啓発

の促進を図ります。 

〇地域活動に誰もが参加しやすいよう、内容や日時などの工夫を行います。 

（３）団体活動の促進と活動拠点の整備 

〇地域公民館との連携を図り、出前講座の開催など女性の自立と参画を促す取り組みへの支

援を行います。 

〇男性の地域活動団体も含めて、意欲的に活動を実践している団体へのサポート体制づくり

を進めます。 

〇地域や団体の活動の拠点を整備し、人・情報の交流の場を設けます。 

（４）防災における男女共同参画の推進 

〇防災計画等に男女・高齢者・障がい者等すべての視点が反映されるよう体制整備を進めま

す。 

〇地域における災害・防災について、男女が参画し知識の普及・学習機会の拡充を図ります。 

〇平泉町防災会議や各地区自主防災組織への女性の参画の促進を図ります。 

基本目標２ 一人ひとりが互いに認めあうまちづくり 

目標２‐２ 男女共同参画による地域づくりの推進 

 

【現状と課題】 

自治会やボランティア活動などの地域活動の参画内容を見ると、固定的な男女役割分

担意識から「地域内における重要な政策決定の場は男性が、従属的な活動は女性が」と

いうように男女の役割分担が依然として残っています。 

これは、地域における役割分担の固定化や、女性自身にも積極的に参画しようとしな

い傾向があるのではないかと思われます。 

そこで、地域における男女共同参画を進めるため、女性が自ら意識と能力を高め、政

治的、経済的、社会的、文化的に力を発揮できる人材育成に努めるとともに、地域社会

のあり方や、男性の意識、行動を変革するような施策を行っていくことが必要です。 

男性・女性に関わらず地域活動の基礎的条件の整備としての労働時間の短縮を推進す

るとともに、職場中心となっている従来の男性の意識やライフスタイルを見直すために、

あらゆる機会を通じて啓発を行う必要があります。 

また、東日本大震災では復旧や復興に向け女性が活躍する一方、避難所の運営などで

女性の視点に立った対応が不足していたことも指摘され、災害時における女性の果たす

役割の大きさが認識されたところであり、政策や方針決定の過程における女性の参画が

必要です。 

＜アンケート問 12～15、17 関連＞ 
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基本目標２ 一人ひとりが互いに認めあうまちづくり 

目標２‐３ 政策・方針決定の場への女性の参画の促進 

 

【現状と課題】 

これからの行政運営において、女性の生活体験に基づく多様な発想を取り入れることが

求められています。少子化、高齢化の中にあって、子育てや介護などをはじめ多くの課題

を地域社会の中で男女が共同で担っていくためには、女性が自ら意思決定の場へ参加し、

男性中心の社会システムを変革していくことが重要です。そのため、幅広い分野からの人

材の発掘や養成に努め、各種委員会等への女性委員の登用をさらに進めていく必要があり

ます。 

 

 

 

 

【必要な取り組み】 

（１）行政における政策・方針決定の場への女性の参画推進 

〇職員の配置や研修等に配慮し、女性登用の促進に努めます。 

〇各種委員会等への女性の積極的な登用を促進し、方針決定の場への女性の参画を促進しま

す。 

〇女性活躍推進法に基づき、女性の職場生活における活躍の推進に努めます。 

（２）政策に関する学習機会の充実 

〇女性が議員・各種委員会等、リーダーとして活躍できる能力を養成するため、研修や行政

情報の提供を行い､政策に精通する人材の育成に努めます。 

（３）各種団体への役職員などの女性の登用の働きかけ 

〇各種団体などに対し、方針立案及び決定の場への女性の登用が進むよう働きかけを行いま

す。 
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 基本目標２ 一人ひとりが互いに認めあうまちづくり 

目標２‐４ 女性・子ども・高齢者への暴力のないまちづくりの推進 

 

【現状と課題】 

女性に対する暴力は、身体的なものから言葉や態度によるものまで含まれますが、どの

ような理由があれ許されるものではありません。ドメスティック・バイオレンス（DV・夫

や恋人から受ける暴力）やセクシャル・ハラスメントをはじめ数多くのハラスメントのほ

か、近年はソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）を利用した嫌がらせなど、

異性間に限らず、同性間での暴力も全国的に見受けられます。これらは当事者間の問題と

思われがちですが、結果として家族や多くの人に関わる社会的問題に繋がる深刻な状況を

生み出していることを強く認識することが必要です。 

また、男女間にとどまらず、子ども、高齢者、障がい者、疾病患者、在日外国人なども

含め、あらゆる差別や暴力・虐待の根絶の取り組みが必要です。 

 

 

  

【必要な取り組み】 

（１）暴力根絶の意識づくりと環境の整備 

〇啓発活動や研修会などにより暴力排除意識の高揚を図ります。 

〇被害を防止するため、行政区長、民生児童委員、保健推進員、婦人会等と情報交換の場を

設け、地域のサポート体制をつくります。 

〇SNS やデート DV など、若年層を対象にした予防教育に努めます。 

〇さまざまなハラスメントについて学習の機会を設け、啓発に努めます。 

（２）相談機関との連携の強化 

〇職場や地域でのハラスメントや家庭内暴力の防止に向けて、事業所や町民への啓発を行う

とともに、関係機関と連携して暴力被害者への支援・相談体制の整備を図ります。 
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基本目標２ 一人ひとりが互いに認めあうまちづくり 

目標２‐５ 多様な性のあり方の尊重と性的マイノリティに対する支援 

 

【現状と課題】 

性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等※１）に対する知識や理解不足により、当事者や家族が生

きづらさを抱えています。 

アンケート調査では、「性的マイノリティの人たちがあまり暮らしやすい社会になって

いると思わない」といった回答が男女ともに高い傾向にあります。 

性的マイノリティであることを理由とした社会的困難を抱えている場合、固定的な性別

役割分担意識や性差に関する偏見が相まって更に複合的な困難を抱える場合があるため、

固定的な性別役割意識の解消と合わせて、性的指向及びジェンダーアイデンティティ（Ｓ

ＯＧＩ※２）の多様性についての正しい理解を広め、多様性を尊重する環境づくりを進める

ことが必要です。 

＜アンケート問 25、26 関連＞ 

【必要な取り組み】 

（１）多様な性のあり方に関する理解の増進と偏見や差別の解消 

〇平泉町男女共同参画講座により、町民、町内在勤者、町職員を対象として、多様な性的思

考及びジェンダーアイデンティティの理解の促進を図るための普及啓発に努めます。 

〇広報紙などを活用し、性的マイノリティに関する定期的な周知に努めます。 

（２）性的思考にかかわらず暮らしやすい環境の整備 

〇性的思考やジェンダーアイデンティティを理由として困難を抱えている性的マイノリティ

等の人々に対して、相談窓口の設置等による支援を行うなど、町民一人ひとりが暮らしや

すい社会づくりに向けた取り組みを進めます。 

（３）平泉町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度（R6.4.1 導入）の周知 

〇他自治体との相互連携など、利用者がスムーズに制度を活用できるよう、県及び他自治体

との連携に努めます。 

〇多様なパートナーシップ関係にある人々が利用できるサービスの充実を図ります。 

※１ 性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等） 

レズビアン（女性の同性愛者）、ゲイ（男性の同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、ト

ランスジェンダー（心の性別と体の性別が違う人、性別に違和感をもつ人）などの方々の総称

として使われています。また、恋愛対象として好きになる人の性がないという人や、自分の性

別を決めていない、または男女どちらでもあると感じている人、自分の性を決められない、ま

たは迷っている人など、数えきれないほどの形があります。 

※２ 性的思考及びジェンダーアイデンティティ（ＳＯＧＩ） 

恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向を性的指向（Sexual Orientation）

と、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をジェン

ダーアイデンティティ（Gender Identity）といい、それらの頭文字をとった SOGI は身体的な

性などとともに、人間の性を構成する要素を示します。 
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【必要な取り組み】 

（１）多様な保育サービスの充実 

〇低年齢児（未満児）保育や延長保育と一時的保育、病児保育の実施など保育サービスの充

実を進めます。 

〇保育サービスを充実し、子育て支援センターとしての機能が発揮できるよう、認定こども

園として施設環境の充実を図ります。 

（２）育児がしやすい地域環境の整備 

〇町広報、講座・教室、町ホームページなどにより、子育て・保育情報について周知を図り

ます。 

〇子育て相談や保護者同士の交流の場づくりを進めるとともに、子育てに関する情報提供な

どを行います。 

〇放課後児童クラブや放課後地域子ども教室の充実を図り、共働き世帯を支援します。 

〇町学習交流施設、体育館などの公共施設や公園など、子どもが楽しく遊べる場の確保を図

ります。 

〇身近な子育て支援者として、女性団体、老人クラブなどによるボランティア活動への支援

を行うとともに、相互に情報交換ができるような子育て支援のための諸団体や組織のネッ

トワーク化を図ります。 

〇ひとり親世帯や経済的理由などによる生活困難な親子が安心して生活できるよう、実態把

握に努めるとともに、支援体制の充実を図ります。 

〇「平泉町子ども・子育て支援事業計画」の各種施策に基づく、誰もが安心して子育てでき

るまちづくりを進めます。 

（２）相談支援体制の充実 

〇児童虐待などの問題に対し、民生児童委員など関係機関と連携し、未然防止に努めます。 

〇児童手当や生活・医療・教育費などに関する支援制度の周知を図ります。 

基本目標３ みんなで支えあうまちづくり 

 目標３‐１ 子育て支援の推進 

 

【現状と課題】 

共働きの増加・核家族化の進展により、これまで家庭や地域が担ってきた子育て機能が

低下し、しつけをはじめとする子育てについて不安や悩みを抱える家庭が多くなってきて

います。 

子育て相談や特別保育事業などの積極的な実施、認定こども園における子育て支援セン

ター機能の充実、地域の集会所等を利用した母親クラブの創設など、社会的育児支援制度

と地域の育児支援体制の充実が必要です。 

＜アンケート問 16、18 関連＞ 
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基本目標３ みんなで支えあうまちづくり 

目標３‐２  

高齢者・障がい者などすべての人にやさしい地域づくりの推進 

 

【現状と課題】 

全国的に高齢化が進む中で、町においても高齢者の人口は年々増加しており、人口に占

める 65 歳以上の割合（高齢化率）は令和７年末で 42.6％となっています。高齢者の増加

は要介護高齢者の増加も意味しており、その介護の多くは女性が担っているのが現状です。 

また、障がい者においては自立と社会参加のため障がい福祉サービスや相談支援等の充

実を図り、すべての人が共に暮せる社会の実現が一層求められています。 

＜アンケート問 19、20 関連＞ 

 

【必要な取り組み】 

（１）介護を支えあう環境づくりの推進 

〇介護講座や認知症カフェ等を通して介護上の悩みや介護者同士の交流など、介護に関す

る知識の普及と介護者の健康づくりを図ります。 

〇介護に関する学習会など男女が共に介護に携わる意識づくりを醸成します。 

○介護休業制度の普及促進を図り、男女が共に働きつづけながら介護できる環境づくりを

進めます。 

（２）すべての人が共に安心して暮せる社会の実現 

〇障がい福祉サービスや相談支援等の充実を図り、障がい者の自立と社会参加を促進しま

す。 

○高齢者・障がい者・子ども・女性すべての人がいきいきと暮らせる社会をめざす「ノー

マライゼーション※３」の理念の普及・啓発を図るため、福祉教育等の充実に努めるほか、

関係機関との連携による支援体制の整備を図ります。 

〇高齢者・障がい者の日常生活や社会活動を側面から支えるため、ボランティアによる幅

広い活動を支援します。 

※３ ノーマライゼーション 

障がい者が特別視されることなく、社会に生活する個人として一般の社会に参加し、行動

できるようにすべきであるという考え方をいい、現代の社会福祉における最も重要な基本理

念です。 
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基本目標３ みんなで支えあうまちづくり 

 目標３‐３ 生涯を通じた女性の健康支援 

 

【現状と課題】 

男女共に互いの身体の特徴を理解し、思いやりを持って生きていくことは、男女共同参

画社会の形成にあたっての前提といえます。 

女性は妊娠や出産、女性特有の病気にかかる可能性もあり、それを理由に社会的差別を

受ける場合もあることから、健康上の配慮が必要であるとの認識を持つことが大切です。 

すべての人が身体的、精神的、社会的に良好な状態で満足できる生活をおくるためにも、

「性と生殖に関する健康／権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）※４」について男女

が共に関心を持ち、正しい知識を得て認識を深める取り組みが必要です。 

 

※４ ｢リプロダクティブ・ヘルス／ライツ｣（性と生殖に関する健康と権利） 

｢リプロダクティブ・ヘルス｣とは、妊娠･出産及び性に関する女性の生活を通しての健康のこ

とであり、女性が身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることをいいます。 

｢リプロダクティブ・ライツ｣とは、いつ何人子どもを産むか産まないかを自分で決める自由

と、生涯にわたって自分の健康を主体的に守って生きていく権利を、女性自身が持たなければ

ならないという考え方が基本にあり、これを保障する権利をいいます。 

女性の健康の重視と性の自己決定権の確立を目指した重要な概念です。 

【必要な取り組み】 

（１）生涯にわたる健康づくりの推進 

〇女性は、生涯を通じて女性ホルモンが大きく変動し、心身の状態や変化により影響を受け

やすいことから、女性特有の健康リスクについて啓発に努めます。 

〇女性特有の病気である乳がんや子宮頸がん、女性ホルモンの影響を受けやすい骨粗しょう

症などの検診受診率の向上を図り、早期発見・早期治療に努めます。 

〇喫煙や飲酒が健康に与える影響について、正しい知識の普及に努めます。 

〇食望ましい食生活や運動習慣に関する正しい知識の普及を図り、男女が生涯を通じて自己

の健康管理ができるよう、個人や家庭、地域、学校、職場等と連携し、健康づくりを推進

します。 

（２）思春期における性に関する教育・啓発・相談の推進 

〇学校保健との連携により、発達段階に応じた性についての教育や学習の充実を図ります。 

（３）母子保健サービスの充実 

〇安心して妊娠・出産できるよう、各種健康診査や相談体制の整備を図ります。 

〇保護者同士の交流を含めた育児に関する仲間づくりを進めながら、子育て支援サークルな

ど、地域での支援体制づくりを促進します。 

（４）相談体制の充実 

〇保健師、管理栄養士等による健康相談や訪問指導など、相談体制の充実を図ります。 
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基本目標４ いきいきと働けるまちづくり 

 目標４‐１ 雇用の場での男女平等の促進と職場環境の整備 

 

【現状と課題】 

法制度の整備により、労働条件や就労環境のほか、採用・賃金・昇給・昇格などにおい

ても改善が見られますが、さらなる改善に向け、事業主や労働者の双方に対する労働関係

法の遵守及び普及啓発が重要です。 

このような中、国においては平成 27 年 8 月に女性が職業生活において能力を十分に発

揮し活躍できる環境が整備されるよう「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

（女性活躍推進法）を制定しています。 

また、職場においては休暇がとりにくいことや長時間労働、仕事と家庭の両立の困難さ

により就労を中断することのないよう、男女がともに働き続けることを可能にするため、

地域活動や家庭生活を両立できる環境の整備が進められてきたところですが、より安心で

きる環境の整備が必要です。 

＜アンケート問 22～24 関連＞ 

【必要な取り組み】 

（１）男女雇用機会均等法の理解を深める啓発 

〇町民に対し男女雇用機会均等法の周知を図ります。 

〇事業主に対し法の理解を得られるよう企業訪問等を活用し啓発活動を進めます。 

（２）労働基準法の理解を深める啓発 

〇町民に対し労働基準法の周知を図ります。 

〇事業主に対し法の理解を得られるよう企業訪問等を活用し啓発活動を進めます。 

（３）育児・介護休業法の理解を深める啓発 

〇町民に対し育児・介護休業法の周知を図ります。 

〇事業主に対し法の理解を得られるよう企業訪問等を活用し啓発活動を進めます。 

（４）労働相談体制の充実 

〇就労相談、労働条件相談、ハラスメントの相談に適切に対応できるよう、関係機関と連携を

深め、相談業務を行います。 

（５）女性活躍推進法の推進 

〇女性の個性と能力が職業生活において、十分発揮され活躍が推進されるよう啓発に努めます。 

（６）職場内における相互の理解 

〇職場にいて相互の理解が深められ、仕事と家庭が両立でき、安心して働ける環境が整備され

るよう啓発に努めます。 
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 基本目標４ いきいきと働けるまちづくり  

 目標 4‐２ 職業能力の開発と就業支援 

 

【現状と課題】 

終身雇用制・年功賃金の制度が大きく変化している中で、年齢や結婚の有無に関わらず、

多様な働き方の女性が増加しています。 

また、育児や介護などの家庭的責任との両立を図りながら継続できる働き方を選択せざ

るをえない状況もあり、多様な労働形態で働く女性の自立と地位向上を図るため、職業能

力開発機会の確保や就業情報の提供など支援体制の充実が望まれます。 

 

【必要な取り組み】 

（１）女性の意識の形成と職業能力の開発支援 

〇個人の適正や能力にあった職業選択、有効な資格や技能の取得ができるように情報提供を

行います。 

〇転職、再就職、起業を支援するため、労働関係機関等と連携しながら、適性の発見や能力

開発のため講座を開催します。 

（２）女性の就業支援のための環境整備 

〇育児、介護などで退職した女性のために、再就職に必要な知識、技術を習得する講座の開

設情報の提供を行います。 

〇関係機関や団体と連携を図りながら、雇用の確保及び就業情報の提供を行います。 

（３）ワーク・ライフ・バランスの推進 

〇仕事と家庭生活の両立が可能となるよう、働き方の見直しや多様な働き方について、各種

啓発活動を通じて理解を促します。 
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基本目標４ いきいきと働けるまちづくり 

目標４‐３ 農業・商工業などの自営業における男女共同参画 

 

【現状と課題】 

農業や商工業などの自営業に従事する女性は、生産や経営の担い手として重要な役割を

果たしています。しかし、多くは独自の報酬を得ておらず、また、果たす役割が適正に評

価されないなど、経営や事業運営の方針決定が男性中心に行われていることが多い状況で

す。 

このため、女性の果たしている役割に対する適正な評価と、家族経営協定の普及促進に

よる働きに応じた報酬の確保、適正な労働時間や定期的な休日の確保など、就業条件の整

備促進が必要です。 

また、経営や事業運営に参画していくための女性の能力向上を図るとともに、女性自ら

が経営に対して積極的に参加する姿勢をみせることも必要です。 

  

【必要な取り組み】 

（１）女性の労働に対する適正評価と方針の決定への参加促進 

〇家族経営協定の促進を図ります。 

〇女性の認定農業者への登録を支援します。 

（２）女性起業家の育成支援 

〇地域の農産物を活用した新たな加工品づくり、グリーンツーリズム等を行うため、学習機

会の提供と支援制度の情報提供に努めます。 

〇観光と農業を結びつけた事業経営の促進を図り、商品開発、販売のネットワーク化、運営

支援を行います。 
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第 3 章 計画の推進 

１ 計画推進の組織体制 

（１）平泉町男女共同参画推進委員会 

〇計画の実効性を高めるため、学識経験者や町民の代表で構成する男女共同参画推進委

員会を組織し、住民の意向の把握、政策の点検、計画の進行管理を行います。 

（２）平泉町男女共同参画推進連絡会議 

〇全庁的な政策調整、合意形成、施策・事業の推進状況の確認を行うため、庁議を活用

した推進連絡会議を開催します。 

（３）各課の推進体制の整備 

〇男女共同参画行政は、庁内各課に関係しており、各課との連携、情報共有によりプラ

ンを推進します。 

 

２ 計画推進の進行管理 

〇上位計画となる第６次平泉町総合計画をはじめとする各種計画における関係施策を

達成度評価の数値とし、庁内各課の取り組み状況について毎年度調査を行い、次年度

以降の施策に反映させていきます。 

〇町民の意識変化や行政への要望を把握するため、「男女共同参画に関する意識調査」

を計画的に実施します。 

 

３ 広報・啓発活動 

〇計画の内容を概要版にまとめ、様々な機会をとらえて配布します。 

〇男女共同参画について広報等で計画の内容を町民に周知します。 
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＜参考資料＞町民アンケート調査結果 

 

アンケート調査の状況 

実施年度 調査対象 回答者数 

令和７年度 町内在住の 16歳以上の町民 500名 148 名（29.6％） 

平成 28 年度 町内在住の 20歳以上の町民 500名 214 名（42.8％） 

 

１ 男女平等についてお伺いします。                  

問１ あなたは今の社会で、次のような各分野で男女の地位が平等になっていると思いま

すか。次の①～⑦の各項目ごとに１～６の中から１つずつ選んで番号に○をしてください。 

【男性】令和７年度 

 

【男性】平成 28 年度 

 

 

3.0%

1.5%

1.5%

3.0%

1.5%

9.1%

7.6%

21.2%

6.1%

24.2%

31.8%

19.7%

33.3%

48.5%

47.0%

56.1%

39.4%

34.8%

40.9%

31.8%

21.2%

15.2%

4.5%

10.6%

6.1%

12.1%

3.0%

10.6%

3.0%

1.5%

9.1%

21.2%

18.2%

18.2%

16.7%

18.2%

7.6%

4.5%

10.6%

6.1%

6.1%

6.1%

4.5%

3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①家庭

②学校

③職場

④地域活動の場

⑤法律や制度の上で

⑥政治や政策決定の場で

⑦社会の風習

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等 どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている 分からない

無回答

6.4%

4.3%

5.3%

3.2%

8.5%

16.0%

40.4%

4.3%

46.8%

41.5%

28.7%

55.3%

56.4%

36.2%

64.9%

24.5%

30.9%

44.7%

22.3%

19.1%

6.4%

1.1%

4.3%

4.3%

4.3%

2.1%

2.1%

2.1%

1.1%

3.2%

3.2%

4.3%

4.3%

21.3%

12.8%

10.6%

9.6%

7.4%

4.3%

4.3%

7.4%

4.3%

4.3%

5.3%

4.3%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①家庭

②学校

③職場

④地域活動の場

⑤法律や制度の上で

⑥政治や政策決定の場で

⑦社会の風習

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等 どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている 分からない

無回答
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【女性】令和７年度 

 

【女性】平成 28 年度 

 

 

問２ 今後、男女が社会のあらゆる分野でもっと平等になるために、あなたは何が必要だ

と思いますか。２つまで選んで番号に○をしてください。 

【男性】 

 

12.5%
2.5%

8.8%

11.3%

8.8%

17.5%

17.5%

25.0%

7.5%

26.3%

35.0%

36.3%

50.0%

53.8%

35.0%

55.0%

40.0%

27.5%

26.3%

16.3%

12.5%

8.8%

2.5%

5.0%

6.3%

3.8%

2.5%

18.8%

30.0%

18.8%

17.5%

21.3%

16.3%

11.3%

2.5%

1.3%

2.5%

3.8%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①家庭

②学校

③職場

④地域活動の場

⑤法律や制度の上で

⑥政治や政策決定の場で

⑦社会の風習

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等 どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている 分からない

無回答

10.8%
0.8%

10.0%

7.5%

10.0%

16.7%

16.7%

46.7%

8.3%

49.2%

45.8%

40.8%

53.3%

57.5%

27.5%

62.5%

16.7%

23.3%

19.2%

14.2%

7.5%

2.5%

4.2%

3.3%

3.3%
0.8%

4.2%

2.5%

0.8%

2.5%

0.8%

7.5%

21.7%

15.8%

16.7%

21.7%

13.3%

11.7%

2.5%

6.7%

3.3%

3.3%

2.5%

1.7%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①家庭

②学校

③職場

④地域活動の場

⑤法律や制度の上で

⑥政治や政策決定の場で

⑦社会の風習

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等 どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている 分からない

無回答

16.0%

8.8%

17.6%

15.2%

20.0%

8.8%

4.0%

7.2%

2.4%

12.6%

19.0%

13.2%

13.2%

14.9%

11.5%

6.3%

9.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

性別による甘えのない精神的な自立

女性の経済的な自立と、自立への支援

政治や経済などのしっかりとした知識の習得

職業生活に必要な資格・技術習得の支援

すべての年代を通じた男女平等教育

地域活動やグループ活動への積極的な参加

政治や方針決定への積極的な参加

情報提供や交流の場と機会の提供

その他

令和7年度 平成28年度
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【女性】 

 

（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男性］・平等を通り越して尊卑が出ない取組 ・親世代が平等・不平等を理解する事 

 ［女性］・性差を考慮した平等 ・幼少期からの教育 

 

問３ あなたは子育ての方針において「男の子」と「女の子」を分けて考える必要がある

と思いますか。次の中から１つ選んで番号に○をしてください。 

【男性】 

 

【女性】 

 

 

13.6%

21.1%

15.0%

11.6%

23.8%

3.4%

4.1%

5.4%

2.0%

14.6%

22.8%

11.4%

15.5%

15.5%

6.8%

3.7%

9.1%

0.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

性別による甘えのない精神的な自立

女性の経済的な自立と、自立への支援

政治や経済などのしっかりとした知識の習得

職業生活に必要な資格・技術習得の支援

すべての年代を通じた男女平等教育

地域活動やグループ活動への積極的な参加

政治や方針決定への積極的な参加

情報提供や交流の場と機会の提供

その他

令和7年度 平成28年度

39.4%

36.4%

22.7%

1.5%

48.9%

39.4%

8.5%

3.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

分けて考える必要がない

分けて考える必要がある

わからない

無回答

令和7年度 平成28年度

55.0%

26.3%

18.8%

46.7%

39.2%

12.5%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

分けて考える必要がない

分けて考える必要がある

わからない

無回答

令和7年度 平成28年度
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問４ （問３で「分けて考える必要がある」と回答した方だけお答えください） 

あなたは「男の子」と「女の子」に対してどのようなことに気をつけて育てたらよいと

思いますか。次の中から３つまで選んで番号に○をしてください。 

【男性】（男の子）            （女の子） 

  

（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男の子］・リーダーシップ 

 ［女の子］・その人に合った人生を送れること 

 

【女性】（男の子）            （女の子） 

  

（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男の子］・染色体の構造の違い ・ホルモンの違いによる力の強さの違い等 

 ［女の子］・防犯 ・身体の構造 

 

10.9%

16.4%

3.6%

25.5%

12.7%

10.9%

10.9%

7.3%

1.8%

7.0%

23.5%

2.6%

24.3%

18.3%

7.0%

10.4%

5.2%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

やさしさ

礼儀作法

家事能力

責任感

自立心

忍耐力

職業能力

たくましさ

その他

令和7年度 平成28年度

16.7%

20.4%

14.8%

13.0%

14.8%

5.6%

9.3%

3.7%

1.9%

21.4%

26.5%

15.4%

11.1%

10.3%

5.1%

6.8%

0.9%

2.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

やさしさ

礼儀作法

家事能力

責任感

自立心

忍耐力

職業能力

たくましさ

その他

令和7年度 平成28年度

17.2%

13.8%

12.1%

20.7%

8.6%

5.2%

1.7%

15.5%

5.2%

10.1%

11.5%

5.8%

20.1%

18.0%

12.9%

11.5%

9.4%

0.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

やさしさ

礼儀作法

家事能力

責任感

自立心

忍耐力

職業能力

たくましさ

その他

令和7年度 平成28年度

25.9%

24.1%

10.3%

13.8%

13.8%

3.4%

3.4%

5.2%

23.4%

21.3%

17.0%

12.1%

10.6%

7.1%

7.1%

0.7%

0.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

やさしさ

礼儀作法

家事能力

責任感

自立心

忍耐力

職業能力

たくましさ

その他

令和7年度 平成28年度
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問５ あなたは社会の中で特に女性の人権が無視されていると感じることはありますか。

次の中から１つ選んで番号に○をしてください。 

【男性】 

 

【女性】 

 

 

問６ （問５で「そう思う」と回答した方だけお答えください） 

それはどのような場合に感じますか。次の中からあてはまるものすべての番号に○をし

てください。 

【男性】 

 

 

10.6%

68.2%

19.7%

1.5%

20.2%

50.0%

24.5%

5.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

そう思う

そうは思わない

わからない

無回答

令和7年度 平成28年度

35.0%

43.8%

21.3%

41.7%

35.8%

21.7%

0.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

そう思う

そうは思わない

わからない

無回答

令和7年度 平成28年度

10.5%

10.5%

26.3%

15.8%

15.8%

5.3%

15.8%

10.2%

16.3%

20.4%

12.2%

16.3%

4.1%

20.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

夫婦間暴力

職場でのハラスメント

性的暴力

公的な場でのプライバシー侵害

売春・買春、援助交際

マスメディアにおける女性の扱い

管理職等登用の不公平感

その他

令和7年度 平成28年度
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【女性】 

 

（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男性］回答なし  ［女性］教育内容（性教育、人権教育で男女別にする等） 

 

２ 家庭や地域生活についてお伺いします。   

問７ あなたの家庭生活で、炊事や洗濯など主に誰がしていますか。次の中から１つ選ん

で番号に○をしてください。（単身世帯の方は問９に進んでください） 

【男性】 

 

【女性】 

 

10.2%

14.3%

17.3%

10.2%

15.3%

12.2%

17.3%

3.1%

14.2%

17.6%

18.9%

7.4%

12.2%

10.8%

14.9%

4.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

夫婦間暴力

職場でのハラスメント

性的暴力

公的な場でのプライバシー侵害

売春・買春、援助交際

マスメディアにおける女性の扱い

管理職等登用の不公平感

その他

令和7年度 平成28年度

15.2%

1.5%

47.0%

18.2%

18.2%

61.7%

1.1%

25.5%

9.6%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

妻

夫

役割を分担している

その他

無回答

令和7年度 平成28年度

46.3%

28.8%

15.0%

10.0%

64.2%

19.2%

10.8%

5.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

妻

夫

役割を分担している

その他

無回答

令和7年度 平成28年度
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（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男性］・祖母 ・母 ・親 ・自分 

［女性］・祖母 ・母 ・子 ・自分 ・そのときできる人 

 

問８ あなたの家庭生活で、あなたが日常行っている家事は何ですか。次の中からあては

まるものすべての番号に○をしてください。 

【男性】 

 

【女性】 

 

（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男性］回答なし  ［女性］・その時にできる事 

 

10.9%

18.8%

16.4%

17.0%

16.4%

15.2%

4.2%

1.2%

9.6%

13.6%

14.7%

11.8%

22.1%

14.3%

8.5%

5.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

食事の支度

食事の片付

掃除

洗濯

ゴミ出し

日常の買物

家計管理

その他

令和7年度 平成28年度

19.8%

20.9%

19.1%

1.8%

9.0%

19.1%

9.7%

0.7%

16.2%

15.5%

15.7%

16.2%

9.7%

13.9%

11.3%

1.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

食事の支度

食事の片付

掃除

洗濯

ゴミ出し

日常の買物

家計管理

その他

令和7年度 平成28年度
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問９ あなたは家族の形が多様になっている中、夫婦の役割についてどのように考えてい

ますか。次の中から１つ選んで番号に○をしてください。 

【男性】 

 

【女性】 

 

（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男性］・得意な家事ごとに分担すればよい ・夫婦間のことなので一概に言えない 

［女性］・それぞれでいいと思う ・チームとして役割分担を行う 

 

問 10 あなたは家庭生活（炊事や洗濯など）において、パートナーの協力する姿勢につい

て満足していますか？次の中から１つ選んで番号に○をしてください。 

【男性】 

 

1.5%

39.4%

3.0%

10.6%

34.8%

3.0%

7.6%

9.6%

26.6%

10.6%

7.4%

43.6%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

男は仕事、妻は家事がよい

夫婦とも仕事を持ち、家事・育児は分かち合うのがよい

家事・育児は妻が行い、男は手伝う程度がよい

夫は率先して家事や育児をしたほうがよい

妻とか夫がということではなく、できる人は行えばよい

その他

無回答

令和7年度 平成28年度

37.5%

1.3%

5.0%

51.3%

2.5%

2.5%

2.5%

28.1%

8.3%

3.3%

41.3%

14.0%

2.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

男は仕事、妻は家事がよい

夫婦とも仕事を持ち、家事・育児は分かち合うのがよい

家事・育児は妻が行い、男は手伝う程度がよい

夫は率先して家事や育児をしたほうがよい

妻とか夫がということではなく、できる人は行えばよい

その他

無回答

令和7年度 平成28年度

37.9%

1.5%

39.4%

21.2%

61.7%

7.4%

28.7%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

満足している

満足していない

どちらとも言えない

無回答

令和7年度 平成28年度



29 

【女性】 

 

 

問 11 問 10 で回答した理由を以下にご記入ください。（自由記述） ※抜粋 

・一方的にどちらかが家事をするのは不公平だと思う。仕事の時間などで状況が違えど、協力する姿勢を

持つことが当たり前の世の中になってほしい。 

・家事はできるようになり平等になりました。私（妻）が正社員で働くことに理解があり、 

・手直しが必要になり、自分が行った方がきれいに仕上がる事が多い為。 

・夫は高齢で未だ仕事を持っているので、家事まで行う余力はないと思うから。 

・もっと協力してほしいと思うこともあるが、できる限りのことはやってくれていると思う。 

 

問 12 あなたは町内会、ＰＴＡなどの役職、行政委員への女性の進出が進んでいると思い

ますか。次の中から１つ選んで番号に○をしてください。 

【男性】 

 

【女性】 

 

33.8%

10.0%

42.5%

13.8%

39.2%

25.8%

25.8%

9.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

満足している

満足していない

どちらとも言えない

無回答

令和7年度 平成28年度

27.3%

13.6%

54.5%

4.5%

35.1%

25.5%

36.2%

3.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

進んでいる

進んでいない

どちらとも言えない

無回答

令和7年度 平成28年度

37.5%

10.0%

51.3%

1.3%

40.0%

13.3%

41.7%

5.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

進んでいる

進んでいない

どちらとも言えない

無回答

令和7年度 平成28年度
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問 13 （問 12 で「進んでいない」と回答した方だけお答えください） 

その原因はどこにあると思いますか。次の中から原因として考えられるものを３つまで選

んで番号に○をしてください。 

【男性】 

 

【女性】 

 

（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男性］回答なし 

［女性］・女性の方が自己評価が低い傾向があるので、責任ある仕事に対して荷が重いと考えてしまう

のでは 

     ・出産、子育て等のブランク期間を穴埋めできるシステムが確立できていない 

 

5.9%

11.8%

29.4%

5.9%

17.6%

29.4%

14.3%

10.0%

24.3%

10.0%

15.7%

18.6%

5.7%

1.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

女性は指導力が低いというような、女性の能力に対する偏見がある

「女はでしゃばるものではない」という社会意識がある

女性の登用に対する認識や理解が足りない

地域の会長や行政委員になれるような女性がいない

男性がなるほうがいいと思っている人が多い

女性自身が関心やチャレンジ精神がない

女性が女性の足をひっぱる

その他

令和7年度 平成28年度

5.3%

15.8%

15.8%

21.1%

26.3%

5.3%

10.5%

11.5%

19.2%

17.3%

9.6%

19.2%

13.5%

9.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

女性は指導力が低いというような、女性の能力に対する偏見がある

「女はでしゃばるものではない」という社会意識がある

女性の登用に対する認識や理解が足りない

地域の会長や行政委員になれるような女性がいない

男性がなるほうがいいと思っている人が多い

女性自身が関心やチャレンジ精神がない

女性が女性の足をひっぱる

その他

令和7年度 平成28年度
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問 14 次の活動の中で、現在あなたが参加しているものをすべて選んで番号に○をしてく

ださい。 

【男性】 

 

【女性】 

 

（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男性］・消防団活動 

［女性］・交通安全母の会など 

20.7%

1.1%

4.6%

18.4%

2.3%

4.6%

4.6%

10.3%

1.1%

32.2%

26.4%

0.6%

9.8%

10.4%

3.1%

6.7%

8.6%

19.6%

6.1%

8.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

町内会・婦人会・老人クラブなどの地域団体活動

共同購入などの消費生活の活動

ＰＴＡ・子ども会などの教育活動

趣味・スポーツ等のサークル活動

保健・衛生についての活動

福祉（ボランティアなど）活動

政治・労働組合等の団体活動

地域の環境を守る活動

その他

参加していない

令和7年度 平成28年度

17.7%

6.3%

12.5%

13.5%

1.0%

7.3%

1.0%

1.0%

1.0%

38.5%

27.6%

10.5%

6.2%

11.9%

7.1%

10.0%

2.9%

11.0%

12.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

町内会・婦人会・老人クラブなどの地域団体活動

共同購入などの消費生活の活動

ＰＴＡ・子ども会などの教育活動

趣味・スポーツ等のサークル活動

保健・衛生についての活動

福祉（ボランティアなど）活動

政治・労働組合等の団体活動

地域の環境を守る活動

その他

参加していない

令和7年度 平成28年度
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問 15 （問 14 で「参加していない」と回答した方だけお答えください） 

参加していない理由は何ですか。次の中からあてはまるものすべて選んで番号に○をして

ください。 

【男性】 

 

【女性】 

 

（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男性］・参加のタイミングが分からない ・年齢が離れているから ・部活動、勉強 

［女性］・きっかけがない ・できれば避けたい ・勉強で忙しい ・経済的な問題 

    ・何の活動があるのか町民が分かっていない 

6.7%

20.0%

11.1%

26.7%

2.2%

15.6%

17.8%

5.9%

14.7%

20.6%

11.8%

5.9%

17.6%

23.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

家事・育児・介護で忙しい

仕事が忙しい

適した活動がない

あまり関心がない

家族の理解がない

健康に自信がない

人間関係がわずらわしい

その他

令和7年度 平成28年度

4.7%

10.9%

17.2%

26.6%

1.6%

14.1%

12.5%

12.5%

7.5%

11.9%

9.0%

19.4%

4.5%

23.9%

16.4%

7.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

家事・育児・介護で忙しい

仕事が忙しい

適した活動がない

あまり関心がない

家族の理解がない

健康に自信がない

人間関係がわずらわしい

その他

令和7年度 平成28年度
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問 16 あなたは現在出生率が低下しているのはなぜだと思いますか。次の中からあてはま

ると思うものを３つまで選んで番号に○をしてください。 

【男性】 

 

【女性】 

 

 

 

 

 

 

12.3%

15.6%

31.8%

1.3%

7.1%

15.6%

13.6%

2.6%

6.8%

9.5%

29.0%

0.9%

13.6%

17.6%

17.2%

5.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

子育て以外に時間を使いたい

出産と子育てによる心身の負担

経済的な負担が増えて大変だから

住居が狭いから

仕事を続けることができないから

結婚年齢が高くなっているから

将来の社会が不安で子どもを産めないから

わからない

令和7年度 平成28年度

10.7%

15.0%

28.6%

0.5%

9.7%

19.9%

13.6%

1.9%

5.7%

8.0%

24.1%

6.4%

15.4%

19.7%

12.7%

8.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

子育て以外に時間を使いたい

出産と子育てによる心身の負担

経済的な負担が増えて大変だから

住居が狭いから

仕事を続けることができないから

結婚年齢が高くなっているから

将来の社会が不安で子どもを産めないから

わからない

令和7年度 平成28年度
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問 17 あなたは、今後、男性が家事・子育て・介護・地域活動などに関わっていくために

は、どのようなことが必要だと思いますか。次の活動のなかであてはまるものをすべて選

んで番号に○をしてください。 

【男性】 

 

【女性】 

 

（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男性］回答なし 

［女性］・職場の理解 ・小さい頃からの啓発、職場での啓発 

 

15.3%

3.3%

19.1%

10.4%

9.8%

15.8%

7.7%

4.9%

5.5%

7.1%

1.1%

12.4%

5.2%

16.8%

11.7%

12.4%

11.7%

9.3%

7.6%

5.2%

5.8%

1.0%

1.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと

男性が家事などに参加することに対する女性自身の抵抗感をなくすこと

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること

年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担等に関する当事者の考え方を尊重すること

社会の中で、男性による家事、子育て、介護、地域活動についても、その評価を高めること

労働時間短縮や休暇制度を普及することで、仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

男性が家事や子育て、介護、地域活動に関心を高めるよう啓発などを行うこと

地方自治体の研修等により、男性の家事や子育て、介護等の技能を高めること

男性が子育てや介護、地域活動を行うための、仲間作りをすすめること

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題について、男性が相談しやすい窓口を設けること

その他

特に必要なことはない

令和7年度 平成28年度

18.0%

4.5%

17.6%

14.7%

8.2%

12.7%

8.2%

4.5%

4.1%

5.7%

1.2%

0.8%

15.0%

4.5%

17.9%

12.9%

9.1%

11.6%

7.7%

5.0%

7.9%

6.6%

1.4%

0.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと

男性が家事などに参加することに対する女性自身の抵抗感をなくすこと

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること

年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担等に関する当事者の考え方を尊重すること

社会の中で、男性による家事、子育て、介護、地域活動についても、その評価を高めること

労働時間短縮や休暇制度を普及することで、仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

男性が家事や子育て、介護、地域活動に関心を高めるよう啓発などを行うこと

地方自治体の研修等により、男性の家事や子育て、介護等の技能を高めること

男性が子育てや介護、地域活動を行うための、仲間作りをすすめること

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題について、男性が相談しやすい窓口を設けること

その他

特に必要なことはない

令和7年度 平成28年度
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問 18 あなたは子育てに関して日常悩んでいること、または気になることはありますか。

次の中からあてはまるものをすべて選んで番号に○をしてください。 

【男性】 

 

【女性】 

 

（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男性］回答なし 

［女性］・義両親との同居によるストレスが子育てに影響 

 

12.7%

6.9%

3.9%

2.0%

3.9%

4.9%

5.9%

6.9%

4.9%

3.9%

2.0%

1.0%

4.9%

1.0%

3.9%

31.4%

18.2%

12.3%

4.5%

3.2%

12.3%

3.9%

3.9%

7.8%

7.1%

2.6%

2.6%

2.6%

3.2%

3.2%

1.9%

0.6%

2.6%

1.3%

5.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信がもてないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分できない

子どもの教育に関すること

友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること

登園（校）拒否などの問題に関すること

子育てに関しての配偶者・パートナーの協力が少ないこと

配偶者・パートナーと子育てに関して意見が合わないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場などまわりの見る目が気になること

配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって、子どもに手をあげたり、世話をしなかったりしてしまうこと

地域の子育て支援サービスの内容や利用・申込み方法がよくわからないこと

その他

特になし

令和7年度 平成28年度

8.9%

7.0%

3.2%

3.8%

8.3%
3.2%

10.8%
6.4%

8.9%
4.5%

2.5%

1.9%

2.5%

1.3%

3.8%

1.9%

3.2%

2.5%

15.3%

8.0%

9.5%

1.5%

2.5%

6.5%
5.5%

4.0%

8.0%

9.0%
2.5%

7.5%

5.0%

3.0%
4.0%

3.5%

1.0%

4.0%

1.5%

13.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

病気や発育・発達に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信がもてないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことが十分できない

子どもの教育に関すること

友達づきあい（いじめ等を含む）に関すること

登園（校）拒否などの問題に関すること

子育てに関しての配偶者・パートナーの協力が少ないこと

配偶者・パートナーと子育てに関して意見が合わないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場などまわりの見る目が気になること

配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てのストレスがたまって、子どもに手をあげたり、世話をしなかったりしてしまうこと

地域の子育て支援サービスの内容や利用・申込み方法がよくわからないこと

その他

特になし

令和7年度 平成28年度
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問 19 あなたは老後の生活に不安を感じますか。次の中からあてはまるもの１つ選んで番

号に○をしてください。 

【男性】 

 

【女性】 

 

 

問 20 （問 19 で「強く不安を感じる」「やや不安を感じる」と回答した方だけお答えくだ

さい） 

特にどのようなことに不安を感じますか。次の中からあてはまるものすべて選んで番号に

○をしてください。 

【男性】 

 

31.8%

48.5%

4.5%

9.1%

6.1%

39.4%

41.5%

11.7%

2.1%

5.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

不安を強く感じる

やや不安を感じる

あまり不安を感じない

まったく不安を感じない

わからない

無回答

令和7年度 平成28年度

30.0%

41.3%

11.3%

1.3%

16.3%

34.2%

56.7%

5.8%

1.7%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

不安を強く感じる

やや不安を感じる

あまり不安を感じない

まったく不安を感じない

わからない

無回答

令和7年度 平成28年度

6.9%

40.5%

13.8%

19.8%

10.3%

2.6%

6.0%

13.9%

27.9%

18.8%

23.6%

2.4%

4.3%

8.2%

1.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

配偶者に先立たれた後のこと

経済的なこと

寝たきり・認知機能の低下

健康状態の悪化

住む家のこと

子どもと同居できない

配偶者の介護

その他

令和7年度 平成28年度
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【女性】 

 

（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男性］回答なし 

［女性］・物価高 ・孤独 ・配偶者の親の介護 

 

問 21 あなたは、女性の活躍推進の取り組みに関する情報のうち、どの情報が特に必要に

なると感じますか。次の中からあてはまるものをすべて選んで番号に○をしてください。 

【男性】 

 

 

 

 

 

 

 

11.9%

32.5%

17.2%

16.6%

8.6%

2.0%

9.3%

2.0%

14.8%

24.3%

19.6%

15.7%

7.1%

4.2%

12.5%

1.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

配偶者に先立たれた後のこと

経済的なこと

寝たきり・認知機能の低下

健康状態の悪化

住む家のこと

子どもと同居できない

配偶者の介護

その他

令和7年度 平成28年度

11.2%

10.3%

13.8%

0.9%

17.2%

11.2%

6.0%

13.8%

0.9%

1.7%

12.9%

15.0%

11.5%

20.1%

3.4%

16.7%

10.3%

8.1%

11.5%

1.3%

2.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

保育所や幼稚園に関する情報（場所、保育料など）

放課後児童クラブに関する情報（場所、利用料など）

介護・家事の支援サービスに関する情報（内容、利用方法など）

起業・ＮＰＯ活動のための情報（支援内容、相談先など）

仕事と育児・介護との両立支援制度に関する情報（内容、利用方法など）

出産・育児などを経ながら就業を継続している女性のモデル事例に関する情報

積極的に家事・育児に参画する男性のモデル事例に関する情報

ワーク・ライフライフ・バランスの推進や、働き方の見直しの実践例に関する情報

その他

特にない

わからない

令和7年度 平成28年度
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【女性】 

 

（参考）「その他」の回答 ※男性・女性ともに回答なし 

 

３ 職業についてお伺いします。  

問 22 あなたは、現在の社会が女性が働きやすい状況にあると思いますか。次の中から１

つ選んで番号に○をしてください。 

【男性】 

 

【女性】 

 

12.6%

10.9%

18.0%

4.4%

18.0%

6.0%

6.6%

11.5%

3.3%

8.7%

10.5%

9.4%

24.7%

4.9%

22.1%

4.9%

4.9%

9.7%

0.4%

3.7%

4.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

保育所や幼稚園に関する情報（場所、保育料など）

放課後児童クラブに関する情報（場所、利用料など）

介護・家事の支援サービスに関する情報（内容、利用方法など）

起業・ＮＰＯ活動のための情報（支援内容、相談先など）

仕事と育児・介護との両立支援制度に関する情報（内容、利用方法など）

出産・育児などを経ながら就業を継続している女性のモデル事例に関する情報

積極的に家事・育児に参画する男性のモデル事例に関する情報

ワーク・ライフライフ・バランスの推進や、働き方の見直しの実践例に関する情報

その他

特にない

わからない

令和7年度 平成28年度

9.1%

48.5%

13.6%

3.0%

16.7%

9.1%

5.3%

38.3%

28.7%

8.5%

10.6%

8.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

大変働きやすい状況にあると思う

ある程度働きやすい状況にあると思う

あまり働きやすい状況にあるとは思わない

働きやすい状況にあるとは思わない

一概にはいえない

無回答

令和7年度 平成28年度

3.8%

48.8%

20.0%

2.5%

25.0%

0.8%

40.0%

27.5%

7.5%

20.8%

3.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

大変働きやすい状況にあると思う

ある程度働きやすい状況にあると思う

あまり働きやすい状況にあるとは思わない

働きやすい状況にあるとは思わない

一概にはいえない

無回答

令和7年度 平成28年度
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問 23 あなたは今の仕事や職場で悩んでいることや不満に思っていることがありますか。

次の中から特に強く感じていることを３つまで選んで番号に○をしてください。 

【男性】 

 

【女性】 

 

（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男性］・高齢者への配慮、能力差 ・若手の能力の低下 ・学生なので分からない 

［女性］・人手不足 ・税金が高い ・カスハラ ・雇用（収入）の継続 

20.8%

11.5%

14.6%

8.3%

9.4%

9.4%

12.5%

5.2%

2.1%

6.3%

20.1%

18.0%

10.8%

7.2%

2.9%

7.2%

9.4%

5.0%

10.1%

0.7%

8.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

賃金が妥当ではない

休暇がとりにくい

勤務時間が長い・残業が多い

昇進の可能性が低い

性別による差別がある

能力が正当に評価されていない

教育・訓練を受ける機会が少ない

職場の人間関係がよくない

雇用・身分・地位が不安定

セクシャル・ハラスメントなどの嫌がらせがある

その他

令和7年度 平成28年度

22.6%

11.3%

13.9%

7.0%

1.7%

4.3%

6.1%

16.5%

6.1%

2.6%

7.8%

16.8%

14.5%

7.5%

7.5%

4.6%

6.4%

5.8%

15.0%

8.1%

5.8%

8.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

賃金が妥当ではない

休暇がとりにくい

勤務時間が長い・残業が多い

昇進の可能性が低い

性別による差別がある

能力が正当に評価されていない

教育・訓練を受ける機会が少ない

職場の人間関係がよくない

雇用・身分・地位が不安定

セクシャル・ハラスメントなどの嫌がらせがある

その他

令和7年度 平成28年度
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問 24 あなたは女性が仕事を続けていくうえで、どのようなことが問題になると思います

か。次の中から２つまで選んで番号に○をしてください。 

【男性】 

 

【女性】 

 

（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男性］・就労時間が人によって変えられないことにより、やむをえずその職場をやめなければいけな

い場合がある。 

［女性］回答なし 

 

37.1%

16.5%

13.4%

13.4%

3.1%

14.4%

1.0%

1.0%

39.4%

20.0%

6.5%

14.2%

7.1%

8.4%

3.2%

1.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

仕事と育児・介護を両立させるための制度の不備

雇用、労働条件などにおける男女差別

女性自身の仕事に対する甘え

職場の上司・同僚などの無理解

家族の無理解

本人の健康

家族の転勤

その他

令和7年度 平成28年度

37.0%

14.1%

7.4%

17.0%

8.1%

14.8%

1.5%

36.0%

15.9%

4.2%

10.6%

9.0%

20.1%

2.1%

2.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

仕事と育児・介護を両立させるための制度の不備

雇用、労働条件などにおける男女差別

女性自身の仕事に対する甘え

職場の上司・同僚などの無理解

家族の無理解

本人の健康

家族の転勤

その他

令和7年度 平成28年度
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４ ＬＧＢＴ等の性的マイノリティについてお伺いします。 

問 25 あなたは、ＬＧＢＴ等の性的マイノリティに関し、体験したことや、身の回りで見

聞きしたことがありますか。次の中からあてはまるものをすべて選んで○をつけてくださ

い。 

【男性】 

 

【女性】 

 

（参考）「その他」の回答 ※抜粋 

［男性］・友達にいた 

［女性］・異性愛を前提として周囲が婚姻について性的マイノリティの者本人に会話を持ちだす場合が

あるが、そもそもマジョリティ、マイノリティという前提ではなく、性関係や結婚観は人に

よりすべて異なるという認識が必要と思う。 

1.6%

3.1%

4.7%

6.3%

1.6%

82.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

職場、学校などで嫌がらせやいじめを受けること

交際を反対されること

就職・職場で不利な扱いを受けること

ばかにして笑われたり、差別的な言葉を言われること

アパートなどへの入居を拒否されること

施設の利用や、店舗などへの入店を拒否されること

本人の了承を得ずに、性的指向や性自認を公にすること（アウティング）

その他

特にない

7.1%

5.1%

6.1%

10.1%

2.0%

7.1%

1.0%

61.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

職場、学校などで嫌がらせやいじめを受けること

交際を反対されること

就職・職場で不利な扱いを受けること

ばかにして笑われたり、差別的な言葉を言われること

アパートなどへの入居を拒否されること

施設の利用や、店舗などへの入店を拒否されること

本人の了承を得ずに、性的指向や性自認を公にすること（アウティング）

その他

特にない
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問 26 現在の社会は、ＬＧＢＴ等の性的マイノリティの人たちが暮らしやすい状況にある

と思いますか。次の中から１つ選んで○をつけてください。 

【男性】 

 

【女性】 

 

 

５ 自由記載（抜粋） 

・女の人が子どもを産むので、どうしても給料や待遇の面で不利になってしまう。そうならないために産

休や育休中の手当を増やしたり、復帰した後の援助（子どもが熱を出した時に気軽に預けられる場所を

作るなど）を行ってほしい。妊娠中も有給休暇を増やすなど、子どもを産みやすい環境を作ってほしい

と思う。 

・特定のコミュニティが性別、年代等の面で、特定の属性の人がメインで構成されてしまうと、異なる属

性の人は入っていきづらくなる（入っても同じ属性が少ないとマイノリティになるので居心地が悪い）。

例えば、高齢男性がメインの構成員であるコミュニティに 20，30 代女性が入っていくというのはとて

もハードルが高い。性別面も年齢面も下にみられる。これを打破する何かが必要だと考える。 

・生物学的違いはどうしても変えることはできないと思うが、その他の考え方は男女関係なくなるように

できると思う。小さな頃から教えていきたいと思う(親として幼児教育)。いつか男女共同参画という言

葉を使わなくても平等に能力を発揮できる社会になりますように。 

・職場、家庭、地域社会、政治での場合、男女関係での生きづらさが感じられます。男女が共同で参画す

る社会を実現するためには協力しあう事が大切だと思う。  

1.5%

15.2%

27.3%

19.7%

30.3%

6.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

暮らしやすい社会になっていると思う

ある程度暮らしやすい社会になっていると思う

あまり暮らしやすい社会になっていると思わない

暮らしやすい社会になっていると思わない

わからない

無回答

0.0%

16.3%

30.0%

25.0%

26.3%

2.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

暮らしやすい社会になっていると思う

ある程度暮らしやすい社会になっていると思う

あまり暮らしやすい社会になっていると思わない

暮らしやすい社会になっていると思わない

わからない

無回答
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